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八
・
一
五
集
会
で
の
、
石
川
裕
一
郎

氏
（
聖
学
院
大
学
教
授
）
の
講
演
「
自

民
党
改
憲
案
の
本
質
を
問
う
」
の
内
容

を
紹
介
し
ま
す
。 

 「
は
じ
め
に
│
そ
も
そ
も
『
憲
法
』

と
は
」
で
は
、
次
の
点
が
指
摘
さ
れ

た
。
芦
部
信
喜
や
浦
部
法
穂
と
い
っ
た

憲
法
学
者
の
説
を
引
い
て
、
国
家
権
力

を
制
限
し
て
国
民
の
権
利
・
自
由
を
守

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
が
「
立
憲

主
義
」
で
あ
る
。
一
七
八
九
年
の
フ
ラ

ン
ス
人
権
宣
言
の
一
六
条
の
「
権
利
の

保
障
が
確
保
さ
れ
ず
権
力
の
分
立
が
定

め
ら
れ
て
い
な
い
す
べ
て
の
社
会
は
、

憲
法
を
も
た
な
い
」
が
、
そ
の
理
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。 

立
憲
主
義
の
観
点
か
ら
、
押
さ
え
る

べ
き
日
本
国
憲
法
の
条
文
は
二
つ
あ
る
。

一
三
条
「
す
べ
て
国
民
は
個
人
と
し
て

尊
重
さ
れ
る
。
生
命
、
自
由
及
び
幸
福

追
求
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
反

し
な
い
限
り
、
立
法
そ
の
他
の
国
政
の

上
で
、
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
」。

九
九
条
「
天
皇
又
は
摂
政
及
び
国
務
大

臣
、
国
会
議
員
、
裁
判
官
そ
の
他
の
公

務
員
は
、
こ
の
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す

る
義
務
を
負
ぶ
」
で
あ
る
。
一
三
条
は

日
本
国
憲
法
の
言
い
た
い
こ
と
を
シ
ン

プ
ル
に
ま
と
め
て
お
り
、
九
九
条
は
憲

法
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
る
者
は
権
力
者
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

国
家
権
力
が
法
律
を
国
民
に
押
し
付

け
て
く
る
と
き
に
、
国
民
は
憲
法
を
も

ち
だ
し
て
き
て
、
法
律
は
お
か
し
い
、

法
律
の
適
用
の
仕
方
は
お
か
し
い
と
主

張
で
き
る
。
通
常
の
場
合
に
は
憲
法
を

持
ち
出
す
必
要
は
な
い
。
憲
法
を
意
識

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
世
の
中

に
問
題
が
あ
る
と
き
で
あ
る
。 

関
連
し
て
、「
公
共
の
福
祉
」
と
は

何
だ
ろ
う
か
。
一
つ
は
、
人
権
と
人
権

が
衝
突
す
る
場
合
に
人
権
は
一
定
の
制

約
を
受
け
る
。
そ
の
と
き
に
線
を
引
く

原
理
が
、
人
権
と
人
権
の
衝
突
を
調
整

す
る
公
共
の
福
祉
で
あ
る
。
そ
れ
は
決

し
て
、
個
人
と
無
関
係
な
社
会
公
共
の

利
益
で
も
、
多
数
の
た
め
に
個
人
が
犠

牲
に
な
る
こ
と
で
も
な
い
。 

も
う
一
つ
は
経
済
的
自
由
に
関
し

て
。
経
済
活
動
の
自
由
は
と
も
す
る
と

経
済
的
強
者
の
自
由
に
な
り
が
ち
、
弱

者
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
が
ち
と
な
る
。

し
か
し
、
日
本
国
憲
法
は
福
祉
国
家
・

社
会
国
家
の
論
理
を
と
っ
て
い
る
。
経

済
的
強
者
の
自
由
を
制
限
し
て
弱
者
を

守
る
。
経
済
的
な
強
者
・
大
企
業
の
自

由
を
あ
る
程
度
制
限
す
る
こ
と
を
予
定

し
て
お
り
、
経
済
的
強
者
を
抑
え
る
論

理
と
し
て
公
共
の
福
祉
と
い
う
言
葉
を

使
う
こ
と
が
あ
る
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
公
共
の
福
祉
と
は

全
体
の
利
益
の
た
め
に
個
人
が
が
ま
ん

し
ろ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
世
の
中

の
一
般
的
常
識
を
優
先
し
て
、
個
人
の

精
神
的
自
由
、
良
心
・
信
教
の
自
由
を

押
さ
え
つ
け
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。 

次
に
、「
１
　
自
民
党
改
憲
案
の
本

質
│
前
文
の
比
較
を
通
し
て
」。
一
九

五
五
年
の
結
党
以
来
、
自
民
党
は
憲
法

改
正
を
党
是
と
し
て
き
た
。
し
か
し
改

憲
案
を
条
文
の
形
で
示
し
た
の
は
二
〇

〇
五
年
で
あ
り
、
野
党
時
代
の
二
〇
一

二
年
に
「
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
」
を

発
表
し
た
。
二
〇
一
八
年
三
月
に
は

「
安
倍
改
憲
四
項
目
」
を
発
表
し
た
が
、

今
回
は
二
〇
一
二
年
の
改
憲
草
案
を
メ

イ
ン
に
検
討
す
る
。 

自
民
党
が
憲
法
を
ど
う
考
え
て
い
る

の
か
を
理
解
す
る
に
は
、
日
本
国
憲
法

と
自
民
党
改
憲
草
案
の
そ
れ
ぞ
れ
の

「
前
文
」
を
比
較
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。 

現
行
の
日
本
国
憲
法
の
前
文
の
第
一

段
落
は
以
下
の
通
り
。
主
語
が
「
日
本

国
民
は
」
で
始
ま
っ
て
い
て
、「
こ
の

憲
法
を
確
定
す
る
」。
国
民
が
こ
の
憲

法
を
作
る
と
書
い
て
あ
る
。
ま
た
、

「
主
権
が
国
民
に
存
す
る
」「
こ
れ
は
人

類
普
遍
の
原
理
で
あ
る
」
と
書
い
て
あ

る
。
普
遍
と
い
う
言
葉
が
日
本
国
憲
法

に
は
何
箇
所
か
出
て
く
る
。
こ
れ
が
日

本
国
憲
法
の
特
徴
で
あ
る
。 

第
二
段
落
。
こ
れ
も
「
日
本
国
民

は
」
で
は
じ
ま
る
。
後
半
に
「
わ
れ
ら

は
、
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し
く
、

恐
怖
と
欠
乏
か
ら
免
か
れ
、
平
和
の
う

ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を

確
認
す
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
平
和
的

生
存
権
と
言
わ
れ
て
い
る
。
平
和
的
生

存
権
は
日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
を
語

る
上
で
は
外
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
全

世
界
の
国
民
が
有
す
る
と
言
っ
て
い

る
。
日
本
国
憲
法
の
一
つ
の
特
徴
で
あ

る
、
日
本
国
を
超
え
た
世
界
共
通
の
普

遍
的
な
原
則
を
謳
っ
て
い
る
。 

第
三
段
落
も
、
日
本
国
憲
法
が
基
調

と
す
る
「
政
治
道
徳
の
法
則
は
、
普
遍

的
な
も
の
」
と
な
っ
て
い
る
。 

最
後
第
四
段
落
。「
日
本
国
民
は
、
国

家
の
名
誉
に
か
け
、
全
力
を
あ
げ
て
こ

の
崇
高
な
理
想
と
目
的
を
達
成
す
る
こ

と
を
誓
ふ
」
と
あ
る
。「
普
遍
」
と
か

「
崇
高
な
理
想
」
と
か
、
ほ
か
で
は
「
人

類
」
と
い
う
言
葉
も
使
っ
て
い
る
。
国

際
主
義
、
国
際
志
向
、
世
界
志
向
な
と

こ
ろ
が
日
本
国
憲
法
の
特
徴
で
あ
る
。 

以
上
を
ふ
ま
え
て
、
自
民
党
の
改
憲

草
案
の
前
文
を
見
よ
う
。
こ
こ
で
は
元

の
前
文
は
原
形
を
と
ど
め
て
い
な
い
。

全
部
で
五
段
落
あ
る
。 

①
い
き
な
り
最
初
か
ら
違
う
。「
日

本
国
は
」
で
始
ま
る
。
自
民
党
改
憲
草

案
で
は
初
め
に
国
あ
り
き
に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
後
に
、「
長
い
歴
史
と
固
有

の
文
化
を
持
ち
、
国
民
統
合
の
象
徴
で

あ
る
天
皇
を
戴
く
国
家
で
あ
っ
て
」
と

天
皇
が
出
て
く
る
。
そ
れ
か
ら
歴
史
と

文
化
。
現
行
憲
法
の
前
文
に
は
、
も
ち

ろ
ん
天
皇
と
い
う
言
葉
は
出
て
こ
な

い
。
自
民
党
の
復
古
主
義
的
な
考
え
方

が
表
れ
て
い
る
。 

②
こ
れ
も
「
我
が
国
は
」
と
な
っ
て

い
て
、
そ
の
あ
と
「
先
の
大
戦
に
よ
る

荒
廃
や
幾
多
の
大
災
害
を
乗
り
越
え
て

発
展
し
」
と
な
っ
て
い
る
。
自
然
災
害

は
い
ま
の
人
間
の
科
学
で
は
防
ぐ
こ
と

は
で
き
な
い
。
戦
争
は
そ
う
で
な
い
。

戦
争
は
人
間
が
起
こ
す
も
の
。
日
本
国

憲
法
の
前
文
で
は
、
戦
争
は
政
府
が
起

こ
す
と
は
っ
き
り
書
い
て
あ
る
。
こ
こ

で
は
書
い
て
な
い
。
な
ん
と
な
く
戦
争

も
地
震
と
か
台
風
と
同
じ
よ
う
に
起
き

ち
ゃ
っ
た
よ
ね
。
起
き
ち
ゃ
っ
た
け
ど

そ
れ
を
乗
り
越
え
て
、
日
本
は
発
展
し
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た
と
い
う
、
何
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
物

語
に
回
収
さ
れ
て
い
る
。 

③
第
三
段
落
で
初
め
て
「
日
本
国
民

は
」
が
主
語
と
な
る
が
、「
国
と
郷
土

を
誇
り
と
気
概
を
持
っ
て
自
ら
守
り
」

と
あ
る
。
改
憲
草
案
は
九
条
で
「
国
防

軍
」
を
作
り
、
国
民
に
協
力
を
仰
ぐ
と

い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、「
家

族
や
社
会
全
体
が
互
い
に
助
け
合
っ
て

国
家
を
形
成
す
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
だ

け
み
る
と
悪
い
も
の
で
な
い
。
問
題
な

の
は
、
こ
れ
が
憲
法
に
書
い
て
あ
る
こ

と
が
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
の
か
。
こ

れ
は
道
徳
心
で
は
な
く
、
社
会
保
障
の

こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
は
自

力
で
な
ん
と
か
し
て
く
だ
さ
い
。
家
族

で
助
け
合
っ
て
く
だ
さ
い
。
地
域
社
会

で
助
け
合
っ
て
く
だ
さ
い
。
国
は
で
き

な
い
の
で
み
な
さ
ん
頑
張
っ
て
く
だ
さ

い
と
言
っ
て
い
る
。
社
会
保
障
改
革
の

法
律
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
保
障
は

自
助
・
共
助
・
公
助
の
三
つ
を
バ
ラ
ン

ス
よ
く
組
み
合
わ
せ
る
。
ま
ず
自
分
で

な
ん
と
か
す
る
。
次
に
家
族
、
最
後
に

国
家
が
出
て
く
る
。
そ
れ
を
後
追
い
す

る
形
で
こ
こ
に
規
定
し
て
い
る
。
美
し

い
言
葉
に
垢
さ
れ
て
は
い
け
な
い
。 

④
そ
れ
と
呼
応
し
て
い
る
の
が
第
四

段
落
。
我
々
は
、「
活
力
あ
る
経
済
活

動
を
通
じ
て
国
を
成
長
さ
せ
る
」。
こ

れ
は
新
自
由
主
義
路
線
で
あ
る
。
企
業

の
経
済
活
動
の
発
展
と
社
会
保
障
か
ら

国
が
引
い
て
い
く
こ
と
が
リ
ン
ク
し
て

い
る
。 

⑤
第
五
段
落
で
は
、
憲
法
の
目
的
が

変
質
し
て
い
る
。「
良
き
伝
統
と
我
々

の
国
家
を
末
長
く
子
孫
に
継
承
す
る
た

め
、
こ
こ
に
、
こ
の
憲
法
を
制
定
す

る
」
と
し
て
い
る
の
は
、
憲
法
と
は
そ

も
そ
も
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
見
失

わ
れ
て
い
る
。 

「
２
　
自
民
党
改
憲
案
の
問
題
点
│

九
条
、
緊
急
事
態
条
項
、
二
四
条
」
で

は
、
次
の
点
が
指
摘
さ
れ
た
。 

九
条
二
項
の
戦
力
の
不
保
持
と
交
戦

権
の
否
認
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
自
衛

権
の
発
動
、
国
防
軍
の
保
持
、
資
源
の

確
保
を
そ
の
代
わ
り
に
規
定
し
て
い

る
。
九
条
そ
の
も
の
が
は
っ
き
り
と
変

質
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。 

緊
急
事
態
条
項
で
は
、
大
規
模
自
然

災
害
と
か
外
国
軍
が
攻
め
て
き
た
と

き
、
内
閣
総
理
大
臣
が
緊
急
事
態
を
宣

言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
緊
急
事
態
宣

言
が
出
さ
れ
る
と
法
律
と
同
じ
政
令
を

政
府
が
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
緊
急
事

態
宣
言
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
国
民

は
政
府
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
憲
法
が
保
障
し
て
い
る
基
本
的

人
権
も
制
限
さ
れ
る
と
規
定
し
て
い

る
。
国
会
の
承
認
も
事
後
に
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
だ
け
で
も
相
当
怖
い
。 

両
性
の
本
質
的
平
等
。
男
女
平
等
の

規
定
の
二
四
条
に
、
新
た
に
家
族
条
項

の
条
文
が
入
っ
て
い
る
。
初
め
に
家
族

あ
り
き
。
家
族
は
助
け
合
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
な
っ
て
、
二
人
の
意
思
の

一
致
が
後
回
し
に
さ
れ
て
い
る
。 

「
３
　
安
倍
改
憲
四
項
目
」
で
は
、

二
〇
一
二
年
の
改
憲
草
案
を
棚
上
げ
し

て
、
四
項
目
（
自
衛
隊
明
記
、
教
育
の

充
実
、
緊
急
事
態
条
項
、
参
議
院
「
合

区
」
解
消
）
に
し
た
。
こ
れ
が
い
ま
の

安
倍
政
権
の
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

「
お
わ
り
に
」
で
は
、
以
下
の
点
が

述
べ
ら
れ
た
。
自
民
党
改
憲
草
案
で
は

根
本
的
な
憲
法
の
思
想
に
手
を
つ
け
て

い
る
。
根
本
的
に
憲
法
を
理
解
し
て
い

な
い
改
憲
草
案
で
あ
る
。
近
代
日
本
一

五
〇
年
の
あ
ゆ
み
を
ど
う
評
価
す
る
か

と
い
う
大
き
な
問
題
と
も
関
連
し
て
い

る
。
改
憲
草
案
の
Ｑ
＆
Ａ
で
は
、
近
代

市
民
革
命
で
勝
ち
取
り
日
本
国
憲
法
に

流
れ
込
ん
で
い
る
権
利
・
自
由
を
改
め

る
と
言
っ
て
い
る
。
現
行
憲
法
九
七
条

の
規
定
＝
「
基
本
的
人
権
は
、
人
類
の

多
年
に
わ
た
る
自
由
獲
得
の
努
力
の
成

果
で
あ
っ
て
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永

久
の
権
利
｣を
丸
ご
と
削
除
し
て
い
る
。 

ま
と
め
と
し
て
、
三
点
が
指
摘
さ
れ

た
。
①
憲
法
に
は
、
国
家
の
政
策
目
標
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「
人
々
を
恐
れ
て
は
な
ら
な
い
。
覆

わ
れ
て
い
る
も
の
で
現
さ
れ
な
い
も

の
は
な
く
、
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
で

知
ら
れ
ず
に
済
む
も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。」 

･‥
マ
タ
イ
一
〇
：
二
六
 

│
 緊
急
報
告
！
　
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
と
は
何
か
。
│
 

安
倍
内
閣
は
、
不
条
理
な
閣
議
決
定
（
二
〇
一
四
年

「
集
団
的
自
衛
権
」
の
行
使
容
認
決
定
）、
改
憲
に
よ
る
国

軍
化
推
進
・
緊
急
事
態
条
項
の
新
設
、
日
銀
の
「
内
閣
の

金
庫
番
」
化
、
内
閣
人
事
局
設
置
（
二
〇
一
四
年
）
等
で

「
一
強
化
」
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
今
や
、
国
民
主
権
、

基
本
的
人
権
の
享
有
、
個
人
の
尊
重
が
脅
か
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
憲
法
と
は
、
立
憲
主
義
に
基
づ
き
「
国
家
権

力
を
制
限
し
て
国
民
の
権
利
・
自
由
を
守
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。」
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

そ
こ
で
日
本
経
済
を
振
り
返
っ
て
み
る
。
ア
ベ
ノ
ミ
ク

ス
が
正
式
に
ス
タ
ー
ト
し
た
の
は
、
第
二
次
安
倍
内
閣
が

発
足
し
た
二
〇
一
二
年
一
二
月
二
六
日
か
ら
で
、
金
融
資

本
市
場
で
は
、
そ
れ
を
先
取
り
す
る
形
で
同
年
一
〇
月
頃

か
ら
「
円
安
」「
株
高
」
が
進
展
し
た
。
当
時
、
ア
ベ
ノ
ミ

ク
ス
が
掲
げ
た
三
本
の
矢
は
、
第
一
の
矢
「
大
胆
な
金
融

緩
和
」、
第
二
の
矢
「
機
動
的
な
財
政
出
動
」、
第
三
の
矢

「
民
間
投
資
を
喚
起
す
る
成
長
戦
略
」
で
あ
っ
た
。 

二
〇
一
三
年
一
月
二
二
日
、
政
府
と
日
銀
は
、「
デ
フ
レ

脱
却
と
持
続
的
な
経
済
成
長
の
実
現
」
に
向
け
、
イ
ン
フ

レ
目
標
を
一
％
か
ら
二
％
に
上
げ
る
と
決
定
、
ま
た
、
実

質
的
な
ゼ
ロ
金
利
政
策
と
金
融
資
産
買
入
れ
に
実
施
期
限

を
設
け
な
い
「
無
期
限
緩
和
」
方
式
を
採
用
し
て
、
金
融

緩
和
継
続
を
図
る
と
し
、
持
続
的
な
財
政
構
造
を
確
立
す

る
取
組
を
着
実
に
推
進
す
る
と
発
表
し
た
。
こ
の
大
胆
な

金
融
緩
和
策
は
短
期
的
に
は
成
功
し
、
世
界
経
済
の
好
調

に
も
支
え
ら
れ
、「
い
ざ
な
ぎ
景
気
」
を
超
え
、
円
安
、
株

高
、
労
働
人
口
の
確
保
、
有
効
求
人
倍
率
・
完
全
失
業
率

の
改
善
が
な
さ
れ
た
。 

し
か
し
、
日
銀
が
「
通
貨
の
番
人
」
か
ら
「
内
閣
の
金

庫
番
」
へ
変
貌
し
、
総
裁
が
懸
命
に
続
け
る
異
次
元
の
金

融
緩
和
は
、
安
倍
政
権
が
短
期
の
成
果
を
重
視
し
、
痛
み

を
避
け
な
が
ら
展
開
し
て
き
た
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
重
要
方

針
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
は
五
年
に
わ
た
る
長
期
戦
の
拡

張
型
政
策
を
続
け
た
結
果
、
痛
み
を
抑
え
る
効
果
が
大
き

い
も
の
の
、
麻
薬
で
あ
る
「
モ
ル
ヒ
ネ
経
済
」
呪
縛
に
は

ま
っ
た
。
二
〇
一
八
年
三
月
末
時
点
で
の
日
銀
の
資
産
と

負
債
は
、
資
産
五
二
八
兆
円
の
う
ち
、
四
四
八
兆
円
の
大

半
が
国
債
で
あ
り
、
負
債
の
過
半
数
は
金
融
機
関
が
預
け

た
当
座
預
金
で
あ
る
。
日
銀
が
国
債
を
購
入
し
、
市
中
に

供
給
さ
れ
た
お
金
は
日
銀
当
座
預
金
に
戻
っ
て
く
る
仕
組

み
で
あ
る
。
ま
た
、
日
銀
の
上
場
投
資
信
託
（
ET
F）
を

通
じ
た
保
有
残
高
は
時
価
二
五
兆
円
に
達
し
、
上
場
企
業

の
約
四
割
で
上
位
一
〇
位
以
内
の
「
大
株
主
」
に
な
っ
た
。

こ
れ
ら
す
べ
て
の
施
策
の
出
口
が
見
え
な
い
。
ま
さ
に
目

先
の
好
調
を
誇
示
す
る
だ
け
の
「
ア
ホ
ノ
ミ
ク
ス
」
で
あ

り
、
大
き
な
不
安
を
国
民
は
抱
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
の
五
年
の
間
に
は
景
気
後
退
が
訪
れ
る
公
算
が
大
き
い
、

危
険
な
国
情
で
あ
る
と
い
え
る
。

主
　
張
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で
も
国
民
の
道
徳
規
範
で
も
な
い
、
憲

法
固
有
の
役
割
が
あ
る
。
そ
れ
以
外
の

様
々
な
「
思
い
」
を
詰
め
込
む
こ
と
は

慎
む
べ
き
。
②
近
代
立
憲
主
義
と
天
賦

人
権
（
自
然
権
）
説
を
否
定
す
る
自
民

党
改
憲
草
案
の
恐
ろ
し
さ
を
認
識
す
べ

き
。
③
自
民
党
改
憲
草
案
は
、
改
憲
の

是
非
以
前
の
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る

が
、
軽
ん
じ
る
と
痛
い
目
に
連
う
お
そ

れ
あ
り
。 

 自
民
党
改
憲
草
案
の
本
質
を
解
明
し

た
、
良
く
準
備
さ
れ
た
素
晴
ら
し
い
講

演
で
あ
っ
た
。
講
演
後
の
質
疑
で
は
、

若
い
世
代
に
伝
え
る
努
力
が
必
要
で
あ

り
、
日
常
の
平
和
な
暮
ら
し
、
慎
ま
し

く
て
も
夢
の
あ
る
生
活
を
可
能
に
す
る

も
の
が
憲
法
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
し

て
も
ら
う
こ
と
の
大
切
さ
が
、
指
摘
さ

れ
た
。 

  
社
会
活
動
委
員
会
報
告
 

　
現
在
の
改
憲
問
題
 

和
戸
教
会
　
浅
子
和
夫
 

 六
月
一
七
日
(日
)に
和
戸
教
会
で
活

動
委
員
会
の
学
習
会
（
発
題
者
は
社
会

委
員
の
稲
正
樹
氏
）
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

憲
法
九
条
の
文
言
は
次
の
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。 

    

         こ
れ
迄
、
自
民
党
改
憲
派
の
九
条
改

憲
案
の
常
識
は
「
九
条
二
項
を
削
除
し

て
自
衛
の
た
め
の
軍
隊
を
持
つ
。」
と

い
う
こ
と
が
基
本
だ
っ
た
。 

し
か
し
安
倍
首
相
は
昨
年
五
月
三
日

に
改
憲
提
言
を
行
っ
た
。
そ
れ
は
「
九

条
の
一
項
二
項
を
存
続
し
た
上
で
、
自

衛
隊
明
記
を
追
加
す
る
。」
と
い
う
も

の
だ
。
こ
れ
は
今
年
三
月
二
五
日
の
自

民
党
大
会
で
も
容
認
さ
れ
た
。 

勿
論
こ
れ
は
、
後
退
し
た
表
現
だ
が

何
故
こ
の
よ
う
に
し
た
の
か
。 

憲
法
の
改
正
は
国
会
総
議
員
の
三
分

の
二
以
上
の
賛
成
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
規
定
が
あ
る
。
そ
こ
で
安
倍

首
相
は
、
是
が
非
で
も
公
明
党
（
創
価

学
会
婦
人
部
は
九
条
改
憲
に
反
対
）
を

引
き
込
み
、
更
に
野
党
か
ら
の
同
調
を

得
る
こ
と
が
不
可
欠
と
考
え
て
い
る
よ

う
だ
。
つ
ま
り
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
て
、

公
明
党
や
一
部
野
党
か
ら
の
同
調
者
を

得
る
た
め
の
方
策
だ
。 

九
条
二
項
の
後
に
、
自
衛
隊
が
明
記

さ
れ
る
と
ど
う
な
る
の
か
。’ 

安
倍
首
相
は
「
自
衛
隊
が
明
記
さ
れ

て
も
何
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
と
言
っ

て
い
る
。」
が
、
こ
れ
は
真
赤
な
嘘
で
、

自
衛
隊
の
文
言
が
新
た
に
明
記
さ
れ
る

と
、
そ
の
文
言
が
優
先
さ
れ
る
（
後
法

は
前
法
に
優
先
す
る
）。
す
る
と
当
然
、

先
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
自
衛
隊
に
よ
る

集
団
的
自
衛
権
は
合
法
化
さ
れ
て
く
る
。 

現
憲
法
九
条
は
「
武
力
を
持
た
な
い

で
平
和
な
国
」
を
目
指
し
て
い
る
が
、

自
衛
隊
が
明
記
さ
れ
る
と
「
武
力
に

よ
っ
て
平
和
な
国
に
」
と
な
っ
て
く
る

恐
れ
が
で
て
く
る
。 

「
自
衛
隊
の
明
記
」
は
第
一
段
階
で
、

い
ず
れ
九
条
二
項
を
削
除
し
て
し
ま
お

う
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

改
憲
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
る
た
め
に

は
、
何
ら
か
の
方
法
で
安
倍
政
権
を
倒

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

憲
法
の
文
言
を
決
め
て
い
く
の
は
国

会
議
員
。
差
し
当
た
っ
て
の
大
切
な
選

挙
は
来
年
予
定
さ
れ
て
い
る
参
議
院
選

挙
に
な
る
。そ
し
て
又
、何
時
衆
議
院
解

散
総
選
挙
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
。 

現
在
こ
の
よ
う
な
情
況
下
に
あ
る
。

安
倍
首
相
は
現
憲
法
を
何
が
何
で
も
無

力
化
し
よ
う
と
躍
起
に
な
っ
て
、
機
会

を
伺
っ
て
い
る
よ
う
だ
。 

  環
境
問
題
講
演
会
に
 

　
　
　
　
　
　
参
加
し
て
 

上
尾
合
同
教
会
　
阿
部
　
孝
司
 

 今
回
の
講
演
会
は
七
月
一
五
日

（
日
）
に
岩
槻
教
会
に
て
行
わ
れ
「
福

島
の
原
発
事
故
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、

ど
う
な
っ
た
か
、
ど
う
な
る
の
か
」
と

い
う
興
味
深
い
テ
ー
マ
で
し
た
。
語
ら

れ
た
講
師
は
田
中
健
一
氏
（
一
般
財
団

法
人
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
工
学
研
究
所
原

子
力
工
学
セ
ン
タ
ー
研
究
参
事
）
で
、

キ
リ
ス
ト
者
で
す
。
講
演
の
概
要
は
次

の
通
り
で
す
。 

 
ど
う
で
あ
っ
た
か
：
原
子
力
発
電
所
の

工
学
的
安
全
施
設
と
三
・
一
一
事
故
、

全
交
流
電
源
喪
失
は
ど
う
し
て
起
こ
っ

て
、
ど
う
し
て
炉
心
溶
融
を
起
こ
し
て

し
ま
っ
た
か
。 

放
射
性
物
質
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の

が
、
ど
れ
だ
け
、
ど
こ
に
放
出
さ
れ
た

か
：
U
N
SCEA
R（
原
子
放
射
線
の
影

響
に
関
す
る
国
連
科
学
委
員
会
）
の
報

告
は
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事

故
を
ど
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
か
。 

放
射
線
の
人
へ
の
影
響
：
IC
R
P

（
国
際
放
射
線
防
護
委
員
会
）
の
勧
告

は
、
疫
学
的
な
調
査
の
結
果
と
し
て
、

人
に
対
す
る
放
射
線
の
影
響
を
明
確
に

示
し
て
い
る
。
ICRP
の
報
告
か
ら
み

て
、
福
島
の
事
故
は
ど
う
で
あ
っ
た

か
。
↓
放
射
線
被
ば
く
を
む
や
み
に
怖

が
る
の
で
な
く
正
し
く
怖
が
る
こ
と
が

大
事
。 

ど
う
な
っ
て
い
る
か
：
福
島
の
状
況

は
、
東
京
電
力
、
IRID
（
国
際
廃
炉
研

究
開
発
機
構
）、
N
D
F（
原
子
力
損
害

賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
）
JA
E
A
 

/CLA
D
S（
廃
炉
国
際
的
共
同
研
究
セ

ン
タ
ー
）
な
ど
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
廃
炉
の
取
り
組

み
は
、
公
開
の
原
則
に
従
い
進
め
ら
れ

て
い
る
。 

い
ろ
い
ろ
な
理
由
で
、
ふ
る
さ
と
に

帰
り
た
く
て
も
帰
れ
な
い
人
が
多
く
い

る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
科
学

的
、
工
学
的
な
課
題
解
決
だ
け
で
は
、

事
態
は
収
束
し
な
い
し
、
収
束
す
る
と

考
え
て
は
い
け
な
い
。 

ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
：
三
・
一
一

の
以
前
と
以
後
で
何
が
変
わ
っ
た
の

か
。
日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
よ
う
に
な
っ

た
の
か
。 

原
子
力
発
電
は
、
本
当
に
い
ら
な
い

の
か
、
そ
れ
と
も
い
る
の
か
。
：
何
に

基
づ
い
て
そ
の
こ
と
を
考
え
た
ら
い
い

の
だ
ろ
う
か
。
原
子
力
は
、
資
源
の
乏

し
い
日
本
に
何
を
も
た
ら
し
て
き
た
の

か
。 福

島
の
問
題
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
問

題
と
し
て
一
人
一
人
が
向
き
合
っ
て
い

る
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
福
島
の

問
題
は
、
現
在
だ
け
で
な
く
、
未
来
に

向
け
て
考
え
続
け
て
い
く
問
題
。
以
上

が
講
演
の
概
要
で
す
。 

私
（
阿
部
）
と
し
て
は
、
い
ず
れ
原

発
は
廃
止
し
て
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
転

換
し
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
日
本

は
地
震
大
国
で
あ
り
、
核
の
ご
み
の
処

理
を
最
終
的
に
ど
う
す
る
の
か
、
そ
し

て
今
後
、
福
島
の
よ
う
な
事
故
を
決
し

て
起
こ
し
て
は
い
け
な
い
と
思
う
か
ら

で
す
。
最
後
に
、
講
演
さ
れ
た
田
中
氏

に
感
謝
し
ま
す
。

（3）2018 年 12 月 2 日 埼　玉　の　夜　明　け Vol . 49－ 2

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を

基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に

希
求
し
、
国
権
の
発
動
た
る
戦
争

と
武
力
に
よ
る
威
嚇
ま
た
は
武
力

の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す

る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ

を
放
棄
す
る
。 

②
　
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た

め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、

こ
れ
を
保
持
し
な
い
。
国
の
交
戦

権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。
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◎
第
一
回
社
会
活
動
委
員
会
及
び
第
二

回
社
会
委
員
会
（
三
時
〜
六
時
半
）
 

六
月
一
七
日
（
日
）
和
戸
教
会
 

○
活
動
委
員
会
 

●
各
教
会
か
ら
派
遣
さ
れ
た
本
年
度
の

社
会
活
動
委
員
の
方
々
は
次
の
通
り

で
す
。（
敬
称
略
）
 

　
相
島
邦
之
（
大
宮
教
会
）
 

　
大
下
　
仁
（
和
戸
教
会
）
 

　
岡
野
　
亘
（
武
蔵
豊
岡
教
会
）
 

　
柿
沼
聖
子
（
加
須
教
会
）
 

　
河
村
良
也
（
桶
川
伝
道
所
）
 

　
佐
竹
　
子
（
草
加
教
会
）
 

●
学
習
会
 

　
内
容
・
学
習
会
「
現
在
の
改
憲
の
問

題
」
発
題
者
（
稲
正
樹
氏
）
 

　
　
　
　
　
　
　
　
出
席
者
一
三
名
 

○
社
会
委
員
会
 

●
環
境
問
題
学
習
会
並
び
に
八
・
一
五

集
会
に
つ
い
て
の
内
容
と
仕
事
の
分

担
に
つ
い
て
協
議
。
 

●
小
委
員
会
報
告
 

◎
環
境
問
題
学
習
会
 

　
七
月
一
五
日
（
日
）
岩
槻
教
会
 

　
テ
ー
マ
「
福
島
原
発
問
題
」
 

　
講
師
　
（
田
中
健
一
氏
）
 

　
　
　
　
　
　
　
　
参
加
省
三
三
名
 

◎
平
和
を
求
め
る
八
・
一
五
集
会
 

　
八
月
一
五
日
（
水
）
大
宮
教
会
 

　
テ
ー
マ
「
自
民
党
改
憲
案
の
本
質
を

問
う
」
 

　
講
師
・
石
川
裕
一
郎
氏
（
聖
学
院
大

関
東
教
区
社
会
活
動
協
議
会
 

参
加
報
告
 

和
戸
教
会
　
後
藤
龍
男
 

 今
年
第
四
八
回
目
と
な
る
社
会
活
動

協
議
会
が
次
の
通
り
開
催
さ
れ
ま
し

た
。 

日
時
：
二
〇
一
八
年
九
月
一
六
・
一
七
日
 

会
場
：
足
利
教
会
、
足
尾
銅
山
現
地
研
修
 

テ
ー
マ
：
「
渡
良
瀬
川
の
慈
し
み
…
…
」

パ
ー
ト
２
 

　
足
尾
銅
山
鉱
毒
事
件
、
田
中
正
造
の

取
組
み
　
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
 

講
師
：
坂
原
達
男
さ
ん
 

（
田
中
正
造
大
学
事
務
局
長
）
 

　
　
　
安
田
耕
一
さ
ん
 

（
太
田
八
幡
教
会
信
徒
）
 

　
　
　
佐
野
明
子
さ
ん
 

（
塩
谷
一
粒
教
会
牧
師
）
 

　
　
　
阿
久
津
正
幸
さ
ん
 

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
　
足
尾
に
縁
を
 

育
て
る
会
事
務
局
）
 

一
日
（
一
六
日
）
目
は
足
利
教
会
で

開
会
礼
拝
の
あ
と
講
師
の
坂
原
さ
ん
、

安
田
さ
ん
、
佐
野
さ
ん
か
ら
の
講
演
を

聞
き
、
質
疑
応
答
と
交
流
の
時
を
持
ち

ま
し
た
。 

二
日
（
一
七
日
）
は
足
尾
銅
山
現
地

研
修
を
行
い
ま
し
た
。（
チ
ャ
ー
タ
ー

バ
ス
に
よ
る
移
動
）
今
回
の
協
議
会
は

二
〇
一
三
年
と
同
じ
テ
ー
マ
に
よ
る
第

二
回
目
の
協
議
会
と
な
り
ま
す
が
、

（
前
回
は
田
中
正
造
没
後
一
〇
〇
年
を

記
念
し
て
の
田
中
正
造
記
念
館
、
渡
良

瀬
遊
水
地
等
を
見
学
） 

今
回
は
現
地
研
修
の
場
と
し
て
鉱
毒

事
件
の
発
祥
地
で
あ
る
足
尾
銅
山
近
辺

に
足
を
運
び
ま
し
た
。 

足
尾
の
山
々
は
銅
の
精
錬
に
よ
る
亜

硫
酸
ガ
ス
の
た
め
山
林
が
枯
れ
て
禿
山

に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
一
〇
〇
年
前
か

ら
縁
を
取
り
戻
す
た
め
の
復
旧
事
業
が

続
け
ら
れ
て
来
た
と
は
云
へ
今
で
も
赤

茶
け
た
山
肌
が
目
に
入
っ
て
来
ま
し
た
。 

足
尾
環
境
学
習
セ
ン
タ
ー
（
日
光
市

足
尾
町
銅
あ
か
が
ね

親
水
公
園
内

し
ん
す
い
こ
う
え
ん
な
い

）
で
は
講
師

の
阿
久
津
さ
ん
か
ら
足
尾
銅
山
の
歴
史

を
聞
く
と
と
も
に
「
縁
の
大
地
を
も
と

め
て
　
足
尾
の
山
に
一
〇
〇
万
本
の
木

を
植
え
よ
う
」
の
運
動
に
つ
い
て
の
説

明
を
聞
き
ま
し
た
。「
源
流
が
よ
く
な

れ
ば
下
流
の
環
境
も
改
善
さ
れ
る
」
と

し
、
源
流
域
の
森
林
再
生
の
た
め
に
渡

良
瀬
川
上
流
と
下
流
の
市
民
活
動
グ

ル
ー
プ
が
集
ま
り
、
一
九
九
六
年
五

月
、
足
尾
の
山
に
縁
を
取
り
戻
そ
う

と
、「
足
尾
に
縁
を
育
て
る
命
」
を
結

成
し
、
注
＊

松
木
地
区
で
植
樹
活
動
を
開

始
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
以
来

植
樹
の
参
加
者
（
学
校
の
児
童
生
徒
、

各
種
団
体
等
）
は
年
を
追
う
ご
と
に
増

え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち

グ
ル
ー
プ
二
〇
数
名
は
同
セ
ン
タ
ー
か

ら
近
い
体
験
植
樹
地
に
向
か
い
現
地
で

の
植
樹
を
体
験
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。 自

然
の
回
復
に
は
、
じ
つ
に
長
い
年

月
を
必
要
と
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
多
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く
の
人
た
ち
に
よ
る
地
道
な
、
そ
し
て

息
の
長
い
活
動
が
必
要
で
す
。
こ
の

後
、
廃
村
と
な
っ
た
松
木
地
区
に
も
行

き
ま
し
た
。 

足
尾
と
云
う
と
す
ぐ
鉱
毒
事
件
と
田

中
正
造
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
が
、
今
回

は
正
造
が
身
を
削
っ
て
取
り
組
ん
だ
鉱

毒
事
件
の
元
凶
で
あ
る
足
尾
銅
山
の
近

辺
の
現
地
研
修
を
通
し
て
鉱
毒
は
今
も

な
お
そ
の
影
響
が
続
い
て
い
る
の
だ
と

い
う
こ
と
を
改
め
て
知
る
機
会
と
な
り

ま
し
た
。 

注
＊
松
木
地
区
：
松
木
村
の
こ
と
で
一
八
七

七
年
（
明
治
一
〇
）
に
古
河
市
兵
衛
が
足

尾
銅
山
を
経
営
す
る
こ
と
と
な
り
精
錬

所
か
ら
の
亜
硫
酸
ガ
ス
の
煙
害
に
よ
り

二
四
戸
、一
七
四
人
が「
煙
害
救
助
請
願
」

を
出
し
た
の
が
最
後
で
、
田
中
正
造
の
縁

者
の
斡
旋
で
古
河
市
兵
衛
か
ら
移
転
料

を
受
け
取
り
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
五

年
）
一
戸
を
残
し
て
村
を
後
に
し
た
た
め

廃
村
と
な
っ
た
。
 

参
加
者
は
埼
玉
地
区
七
名
　
全
体
で

講
師
を
含
め
三
〇
名
（
名
簿
に
よ
る
）

で
し
た
。

Ｑ

学
教
授
）
 

　
　
　
　
　
　
　
　
参
加
者
八
〇
名
 

○
引
き
続
い
て
第
三
回
社
会
委
員
会
 

●
環
境
問
題
懇
談
会
並
び
に
八
・
一
五

集
会
の
反
省
 

●
こ
れ
か
ら
の
予
定
に
つ
い
て
 

●
「
埼
玉
の
夜
明
け
」
編
集
に
つ
い
て
 

　
　
　
　
　
　
　
　
出
席
者
一
〇
名
 

◎
関
東
教
区
社
会
活
動
協
議
会
 

　
日
時
・
九
月
一
六
・
一
七
日
 

　
会
場
・
足
利
教
会
、
足
尾
銅
山
現
地

研
修
 

　
テ
ー
マ
・
「
渡
瀬
川
の
慈
し
み
…
…
」

パ
ー
ト
２
 

　
参
加
省
三
〇
名
（
埼
玉
地
区
七
名
）
 

   安
倍
首
相
は
何
が
何
で
も
「
憲
法
九

条
」（
平
和
憲
法
）
に
風
穴
を
開
け
よ

う
と
必
死
だ
。 

そ
こ
で
、
今
年
の
「
平
和
を
求
め
る

八
・
一
五
集
会
」
は
憲
法
学
者
、
石
川

裕
一
郎
氏
（
聖
学
院
大
教
授
）
に
講
演

し
て
頂
い
た
。
要
旨
は
一
・
二
面
の
通

り
で
す
。 

尚
、
原
稿
は
稲
正
樹
兄
（
社
会
委

員
）
に
起
こ
し
て
頂
い
た
。 

（
浅
子
）

 　
編
集
後
記
 

第
49
回 

信
教
の
自
由
を
求
め
る

二
・
一
一
集
会
案
内 

日
時
・
二
月
一
一
日
（
月
・
休
）
 

　
　
　
　
　
　
午
前
一
〇
時
〜
 

会
場
・
大
宮
教
会
 

テ
ー
マ
・
「
天
皇
制
と
 

　
　
　
　
　
　
　
キ
リ
ス
ト
教
会
」
 

講
師
・
柴
田
智
悦
氏
 

　
　
　
　（
横
浜
上
野
町
教
会
牧
師
）

 社
会
委
員
会
報
告
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